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Ⅰ『市連会報告』  

 

１ 令和３年度 家庭ごみ収集量の実績（速報値）について 

資源循環局 資料 市１ 

 

令和３年度の家庭ごみ収集量は、前年に比べ、減少しておりますが、令和４年度に向

けて、新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、ごみ処理は市民生活に必要不可

欠な業務であり、決して止めることはできません。 

今後も引き続き、ごみ処理をしっかりと継続し、安全安心な市民生活と事業活動を支

えていきます。 

 

(参考)保土ケ谷区の燃やすごみ量実績（前年度比） 

  家庭系燃やすごみ量  
令和３年度  ３０ ,２５０トン（▲3.7％）  
令和２年度（基準年度）  ３１ ,４０１トン  

 

【送付物】 

なし 

   

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０４ 

 

 

  

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 ４月定例会 

令和４年４月 18 日（月）午後２時から 

保土ケ谷区役所本館 地下会議室 

 
 

議題要約版  
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２ 第 26 回参議院議員通常選挙に関するお願い 

選挙管理委員会事務局 資料 市２ 

 

第 26 回参議院議員通常選挙へのご協力をお願いします。 

１ 日程（想定） 

（１）選挙の種類、日程 

選挙の種類 投票日 公示日 

選 挙 区 選 出 議 員 選 挙 ７月 10 日（日） 

午前７時～午後８時 
６月 22 日（水） 

比例代表選出議員選挙 

   ※ 上記は、通常国会の会期延長がない場合の想定日です。会期が延長された場合

は、延長幅に応じて日程が変更となります。 

（２）期日前投票（場所、期間、時間） 

場 所 保土ケ谷区役所 地下１階会議室 イコットハウス 

期 間 
６月 23 日（木）～７月９日（土） 

（17 日間） 

７月２日（土）～７月９日（土） 

（８日間） 

時 間 午前８時 30 分～午後８時 午前９時 30 分～午後８時 

 

２ 依頼事項 

（１）当日投票所の管理者の推薦（期限：５月 13 日（金）） 

   各投票所につき、投票管理者１人の推薦をお願いいたします。 

   推薦いただいた投票管理者の方あてに、投票立会人と民間従事者の推薦を別途

依頼します。 

（２）期日前投票所の投票立会人の推薦（期限：５月 13 日（金）） 

   １日につき投票立会人２名の推薦をお願いいたします。 

（３）選挙啓発ポスターの掲示等 

   自治会・町内会掲示板に、選挙ＰＲポスターの掲示をお願いいたします。 

   選挙ＰＲポスターは、６月に各自治会・町内会に郵送する予定です。 

 

３ その他 

（１）選挙公報について 

   選挙公報は、コロナ禍の状況も踏まえて、令和３年執行の衆議院議員総選挙と

同様に新聞販売店及びポスティング業者により配布させていただきます。 

（２）投票管理者、立会人の推薦について 

若者や女性の積極的な推薦について御配慮・御協力いただきますようお願いい

たします。  
 

【送付物】 

別途、６月下旬に保土ケ谷区選挙管理委員会事務室より送付します。 

 

【問合せ先】保土ケ谷区選挙管理委員会事務室（保土ケ谷区総務部統計選挙係） 

       ℡３３４－６２０６
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３ 地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について 

健康福祉局 資料 市３ 

   

今後ますます進展する超高齢社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域

包括ケアシステムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中

の相談支援の充実・強化を図るため、夜間利用方法を変更し、これまで夜間時間帯に勤

務していた職員を、可能な範囲で日中勤務とします。  
  
①福祉・保健に関する相談時間の変更（全施設）（令和４年 10 月～） 

◇ 変更前：月～土  ：９～21 時、日・祝 ：９～17 時  
      ※上記以外の時間帯の相談電話は、特別養護老人ホームに転送し対応  
◇ 変更後：月～土  ：９～18 時、日・祝 ：９～17 時  
      ※上記以外の時間帯の相談電話は、看護師等が対応するコールセンター

に転送し対応  
②予約がない場合の夜間閉館の試行実施（対象施設のみ）（令和５年４月～） 

◇ 開館時間：月～土  ：９～21 時（※）、日・祝 ：９～17 時  
  ※18～21 時に施設予約がない場合には 18 時に閉館（予約のある日は 21 時まで開

館） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

健康福祉局地域支援課 ℡６７１－２３８８ 
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４ 敬老特別乗車証（敬老パス）のＩＣ化について 

健康福祉局 資料 市４ 

 

  横浜市では令和４年 10 月から、現行の紙製の敬老パスを廃止し、専用のプラスチック

製の「ＩＣカード」に変更します。令和４年 10 月から、敬老パスの利用には、ＩＣカー

ドが必要になります。現在有効な敬老パスを所持している方へ、令和４年４月下旬頃、

ＩＣ化に係る案内文を郵送します。 

【ＩＣカードの利用イメージ】 

バス等に新たに設置する専用読取機に、敬老パス（ＩＣカード）をタッチし利用します。 

【ＩＣカード化の目的】 

高齢化の進展により敬老パスの利用者が増加する中で、横浜市では、敬老パスを持続可

能な制度とするための検討を行ってきました。 

令和元年度に設置された「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」

の答申において、今後の制度のあり方を検討するために利用実績の把握と透明性の確保が

求められるとしたうえで、ＩＣ化が有効であるとされました。 

【利用実績の取得】 

敬老パス制度等、本市の高齢者等の外出支援施策の検討や、交通事業者への正確な利用

実績データの提供に活用することを目的に、ＩＣカードの敬老パス利用時には『利用情報

※』を本市が取得します。 

※『利用情報』…敬老パスの利用回数や利用した交通機関、利用場所（バス停等）の情報

で、個人を識別することができないように加工した上で活用します。 

【今後のスケジュール（予定）】 

令和４年４月下旬～  案内文の発送、コールセンター設置 

５月     広報よこはま５月号（ＩＣ化のご案内） 

７月     ＩＣカード発送開始、ＩＣカードのテスト利用期間開始 

10 月     ＩＣカード化 

（敬老パスの利用にはＩＣカードが必要になります。） 

【専用コールセンター】 

４月 25 日から設置します。敬老パスについてご不明な点がございましたら、コールセン

ターまでお問い合わせください。 

 ◇ 横浜市敬老パス問合せダイヤル 

電 話：０４５－３９４－３１０５   ＦＡＸ：０４５－６２０－７９３５ 

受付時間：８時から 19 時まで（土日・祝日も受け付けています。） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

   

【問合せ先】 

健康福祉局高齢健康福祉課 ℡６７１－２４０６ 
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５ 自治会町内会館整備について 

市民局 資料 市５ 

 

   令和５年度に自治会町内会館及び公園集会所の整備（新築・購入・増築・耐震補強工

事・修繕（100万円以上の整備））を予定し、補助金交付を希望する自治会町内会は、区

役所までお申し出ください。 

 

 【提出方法】 

  ◇ 提出書類    自治会町内会館等整備費補助申請予定申出書 

◇ 申出書配布場所 区役所地域振興課（本館２階24番窓口） 

◇ 提出期限    令和４年７月頃 

  ※申請内容の確認を行いますので、希望される場合は、お早めの申請をお願いいたし

ます。 

  ※公園集会所の整備の場合は、事前に環境創造局公園緑地管理課及び土木事務所と設

置場所等を調整のうえ、申出書をご提出ください。 

  

また、風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、地域振興課へ

ご相談ください。（り災の証明等、別途要件があります） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

   

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０３ 
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Ⅱ『区連会議題』  

 

１ 保土ケ谷区内の治安状況について（令和４年３月） 

保土ケ谷警察署 資料 区１ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◇犯罪の発生状況（令和４年３月中） 

 ３月中  ３ 月 末 前年比 

特 殊 詐 欺 3 8 +5 

空 き 巣  0  0 -1 

ひ っ た く り  0  0 ±0 

自 動 車 盗 0 0 -1 

オートバイ盗 2 8 +5 

自 転 車 盗  13 19 +5 

わ い せ つ 4 5 +2 

そ の 他 ※ 51 105 +10 

計  73 145 +25 

 ※その他（車上ねらい、部品ねらい、器物損壊、  
      万引き等）  
 
◇令和４年の特殊詐欺被害額 

 ○神奈川県内の被害総額 

  １～３月 389 件 約６億 4,941 万円 

  ３月単月 155 件 約３億 941 万円 

 ○保土ケ谷区内の被害総額 

  １～３月 ８件 約 603 万円 

  ３月単月 ３件 約 167 万円 

 

◇オレオレ詐欺被害防止緊急対策実施中！ 

本年に入り、特殊詐欺の被害が急増していま

す。 

そのため、４月１日から 30 日までの間、 

・ ATM で現金を引き出している、主に高齢

者の方への声掛け 

・ 各ご家庭への戸別訪問 

を行い、実際に詐欺犯人が架けてきた『だまし

の電話』の音声を聞いていただくなどして防犯

意識の向上を図る活動を行っています。 

 

◇留守番電話の常時設定を！ 

犯人は、留守番電話に自分の声が録音される

ことを嫌います。 

被害を防止するためには、『犯人と直接会話を

しない』ことが、一番簡単で効果的な方法です。 

ぜひ、留守番電話への設定をお願いします。 

 

  

◇交通事故発生状況（令和４年３月中） 

  ３月中  ３ 月 末 前年比 

発生件数  37 104 -8 

死 者 数  0 0 ±0 

負傷者数  45 119 -9 

 
◇子どもを交通事故から守りましょう 

４月は、入園や入学、進級を迎える、基本

的な交通ルールに不慣れな子供たちが道路

を利用するようになります。そこで、ドライ

バーの皆さんには、『子供が飛び出してくる

かもしれない』との緊張感を持っていただく

とともに、どんな時も歩行者を優先する優し

さを持った運転を心掛けてください。 

 

◇保土ケ谷警察署からのお知らせ 

 保土ケ谷橋交番が令和４年９月下旬を目途

に今の場所から立ち退きます。 

 現在、JR 保土ケ谷駅東口ロータリーの一角を

移転先として交渉中です！！ 

 

【送付物】 

なし 
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２ 保土ケ谷区内の火災・救急状況（令和４年３月 31 日現在） 

保土ケ谷消防署 資料 区２ 
 

令和４年１月１日から令和４年３月 31 日までの保土ケ谷区内における火災・救急状況

を報告します。 

■火災状況                     (  )内は横浜市内  

  区分 
年 

火災 
件数 

火災種別 被害程度 

建物 
火災 

車両 
火災 

その他

の 

火災※ 

焼損
面積 
（㎡） 

死者 
（人） 

負傷者 
（人） 

令和４年 7(181) 4 3 0 27 0  1 
令和３年 13(231) 12 0 1 460 1 7 
増△減 △6(△50) △8 3 △1 △433 △1 △6 

  ※ その他の火災とは、雑草及びゴミや車両として運行できない廃車等が焼損した 

火災です。 

（主な出火原因） 

  区分 
 

年 

電気
機器 

都市ガス瞬間
湯沸器 

摩擦熱 たばこ 
交通機関内

配線 
ストーブ 

令和４年 1 1 1 1 1 1 
令和３年 1 0 0 1 0 0 
増△減 0 1 1 0 1 1 

  

■地区別火災件数（令和４年１月１日～３月 31 日） 

保土ケ谷地区 0 岩間地区 1 仏向地区 0 
保土ケ谷南部地区 0 中央地区 0 川島原地区 0 
保土ケ谷中地区 0 中央東部地区 0 西谷地区 0 
保土ケ谷東部地区 0 和田・釜台地区 0 上新地区 0 
保土ケ谷西部地区 0 上星川地区 1 新桜ケ丘地区 1 
権太坂境木地区 1 常盤台地区 0 上菅田地区 0 
岩井町原地区 0 川島東部地区 1 その他、未加入 2 

                                                        計 ７ 件 

 ■火災事案（令和４年３月中） 

   １ 令和４年３月 11 日  権太坂三丁目      建物火災（負傷者１名） 

 

 ■救急状況                   (  )内は横浜市内 

  区分 
 

年 
件数 急病 

一般 
負傷 

交通 
事故 

その他 
※ 

１日 
あたり 

令和４年 3,237(57,588) 2,304 573 113 247 36.0 
令和３年 2,651(46,607) 1,788 487 148 228 29.5 
増△減 586(10,981) 516 86 △35 19 6.5 

 
※ その他には、自損行為・加害・運動競技・労働災害・火災・転院搬送等が 

含まれます。 
 

 
【送付物】なし  【問合せ先】保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 
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３ 家庭防災員自主活動補助金申請について 

保土ケ谷消防署 資料 区３ 

   

  平成 16 年度から、家庭防災員が自主的に実施する防火・防災活動を支援するため、家

庭防災員自主活動補助金を交付しておりますが、令和４年度につきましても昨年度と同

様に実施することとなりました。 

  つきましては、「家庭防災員自主活動補助金」申請書類を送付しますので、各自治会・

町内会の家庭防災員の方々にお知らせくださいますよう、お願いします。 

 

【申請方法】 

◇補助金の申請者 自治会町内会の家庭防災員 

◇提出期限    令和４年６月 17 日（金）（郵送可） 

◇提出先     保土ケ谷消防署総務･予防課 予防担当 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷消防署総務・予防課 ℡３４２－０１１９ 

 
 

４ 令和３年度区社協世帯賛助会費への協力にかかるお礼及び実績額の報告

について 

区社会福祉協議会 資料 区４ 

   

  令和３年度区社協世帯賛助会費の募集にあたり多大なご協力をいただきありがとうご

ざいました。お寄せいただいた賛助会費の６０％を各地区社協に還元させていただきま

した。 

 

【実績額】 

◇令和３年度：１０，７４８，１４８円（令和４年３月４日現在） 

◇令和２年度：１１，５６８，０５５円（最終実績） 

 

【送付物】 

なし 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区社会福祉協議会 ℡３４１－９８７６ 
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５ 横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた保土ケ谷区アクションプラ

ンについて 

高齢・障害支援課 資料 区５ 

   

地域包括ケアシステムの構築に向け、保土ケ谷区の目指す姿や取組などを示した「保

土ケ谷区アクションプラン」を、令和４年３月に策定しました。 

 

【地域包括ケアシステムとは】 

◇  団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（令和 7）年を目途に、重度な要介護状態とな

っても高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが

できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制です。 

  

【保土ケ谷区アクションプラン】 

◇  横浜市では、18 区ごとに地域の実情や特性が異なることを踏まえ、各区で地域包

括ケアシステムの構築に向けたアクションプランを策定しています。 

保土ケ谷区では地域包括ケアシステムの構築に向けた重点取組を 

・「介護予防・健康づくり」 

・「認知症支援の充実・強化」 

・「医療・介護連携の推進」 

・「多様な主体による生活支援の充実」 

とし、目指す姿や 2025 年に向けた目標、目標達成のための取組を示しています。 

 

【その他】 

◇ アクションプラン冊子は保土ケ谷区役所高齢・障害支援課（保土ケ谷区役所別館）

にて配架しています。また、保土ケ谷区ホームページでも閲覧が可能です。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区高齢・障害支援課 ℡３３４－６３２４ 
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６ 感震ブレーカー等設置推進事業について 

総務課 資料 区６ 

   

横浜市では、震災時の被害軽減を目的に、地震による住宅からの出火を防止する「感震ブレー

カー」等の設置補助を行っております。保土ケ谷区では、感震ブレーカー等の設置補助促進に向

けて、区独自の補助制度を行っており、市制度と合わせることで、区内全域を補助対象としてい

ます。 

 

 

１． 自治会町内会向け補助制度(問合先：保土ケ谷区総務課 045-334-6203） 

 

 【対象団体】 区内自治会町内会、マンション管理組合等 

【利用要件】 概ね１０世帯以上に補助対象製品を購入、設置すること 

 【対象製品】 感震ブレーカー「簡易タイプ」８器具（別紙参照） 

 【補 助 率】 購入・設置経費の１／２（器具１つあたり 2,000円が上限） 

 【申請期間】 令和４年４月１日～令和５年１月 31日 

 

２． 個人世帯向け助成制度（問合先：公益社団法人 横浜市火災防災協会 045-714-0929） 

 

    【利用要件】 パンフレット７～９ページ参照 

  【対象製品】 感震ブレーカー「簡易タイプ」８器具  

    【器 具 代】 器具により異なります（パンフレット３～５ページ参照） 

    【取 付 費】 無料 

    【申請期間】 令和４年４月１日から令和５年１月 31日まで（先着 30個） 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部 会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区総務課 ℡３３４－６２０３ 
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７ 保土ケ谷区防災講習会講師派遣事業について 

総務課 資料 区７ 

   

保土ケ谷区では、自治会町内会等の防災組織が開催する防災講習会に講師を無料で派

遣する事業を実施しています。 

コロナ禍での災害や変化する災害リスクへの備え、自治会町内会における防災組織の

運営方法のほか、保土ケ谷区防災マップを活用した災害対策や集合住宅における防災な

ど、地域の課題や要望に合わせて、経験豊富な講師がわかりやすく解説します。 

 

【派遣費用】 無料 

【受付期間】 令和５年２月 28 日（火）まで（令和５年３月 31 日（金）までに開催

するもの） 

 詳細はリーフレットを御覧ください。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区総務課 ℡３３４－６２０３ 
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８ 国が実施する全国瞬時警報システム（J アラート）の全国一斉情報伝達試

験について 

総務課 資料 なし 

 

総務省消防庁が地震・津波などの災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Ｊアラー

ト）を用いて、試験情報の受信及びスピーカー等の起動を確認する目的で、全国一斉情

報伝達試験放送を行います。 

 

○ スケジュール  

 10 時 45 分 11 時 00 分 

令和４年５月 18 日（水） 

試験配信 

※１ 
試験放送 令和４年８月 10 日（水） 

令和４年 11 月 16 日（水） 

令和５年２月 15 日（水） 

 ※１ その他の情報手段（防災情報Ｅメール、横浜市危機管理室ツイッター）による試

験配信 

 

令和３年度は東京オリンピック開催の都合上、３回の実施でしたが、令和４年度は４

回実施の予定です。 

 

○ 区内放送場所（全 13 か所） 

帷子小学校（※２）、桜台小学校、瀬戸ケ谷小学校、天王橋付近、常盤台小学校、 

保土ケ谷区役所、保土ケ谷中学校、本陣消防出張所、坂本小学校、藤塚小学校、 

岩崎小学校、権太坂消防出張所、富士見台小学校 

※２ 校内スピーカーからのみ放送 

 

【送付物】 

  なし 

 

【問合せ先】 

総務局緊急対策課 ℡６７１－３４５８ 
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９ 「保土ケ谷区多文化共生まちづくりプラン」の策定について 

区政推進課 資料 区９ 

 

このたび、日本人・外国人問わず、誰もがいつまでも住み続けたいと思えるまちを目

指し、令和４年度から令和７年度を計画期間とする「保土ケ谷区多文化共生まちづくり

プラン」を策定しました。 

プランの策定にあたっては、市民意見募集の周知に御協力を賜り、おかげさまで、多

くの方々から貴重な御意見をいただくことができました。誠にありがとうございました。 

 

【保土ケ谷区多文化共生まちづくりプランの概要】 

◇ 基本理念 

多様な人と文化がつながり支え合い 未来を創るまち ほどがや 

◇  基本方針 

１  情報提供・相談体制の充実 

２  多文化交流の推進 

３ 外国人住民の参加・活躍の促進 

◇ 計画期間 

令和４年度から令和７年度までの４年間 

◇ プラン推進のポイント 

１ ヒアリング調査等で最大の課題としてあげられた「言葉の壁」の解消に向け、区

役所全体における「やさしい日本語」の活用など、情報提供・相談体制の拡充を進

めます。 

２ 留学生が多く在籍する横浜国立大学や 30 年の歴史を持つほどがや国際交流ラウ

ンジとの連携を強化し、保土ケ谷区ならではの交流事業の充実を図るとともに、外

国人住民の地域社会への参画を促進します。 

 

【保土ケ谷区多文化共生まちづくりプラン本文の閲覧】 

保土ケ谷区ホームページ及び区役所区政推進課（本館２階 22 番）で御覧いただけま

す。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区区政推進課 ℡３３４－６２２７ 
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10 自治会町内会研修会の開催について 

区連会事務局 資料 区 10 

 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会では、円滑な自治会町内会運営を支援するため、保土

ケ谷区役所と共催で、新たに自治会町内会の会長・副会長等の役員に就任された方のう

ち、参加を希望される方を対象にした研修会を開催します。 

 

【対象】 

 令和４年度に新しく会長・副会長等の自治会町内会役員に就任された方のうち、 

参加を希望される方（定員を超えた場合、抽選） 

 ※ コロナ禍のため、自治会町内会につき原則 1 名までとします。 

   複数名でのご参加をご希望の場合は、ご相談ください。 

 

【日時等】 

 日時  会場  定員  

第１回  
令和４年６月４日（土） 

午前 10 時～12 時 

区役所４階 

４０１会議室 
30 人 

第２回  
令和４年６月６日（月） 

午前 10 時～12 時 

区役所４階 

４０１会議室 
30 人 

※第１回と第２回の内容は同じです。 

 

【内容（予定）】 

・ 自治会町内会の概要 

・ 保土ケ谷区社会福祉協議会の活動について 

・ 自治会町内会への各種補助金の説明 

（地域活動推進費補助金、地域防犯灯維持管理費補助金、「町の防災組織」活動補

助金） 

   ・ その他 

 

【申込について】 

◇ 申込方法 ４月の地域振興課配送ルートで送付する出席申込票を 

区役所地域振興課まで FAX または郵送等 

◇ 申込期限 令和４年５月 13 日（金） 

※ 出欠可否については、５月 23 日（月）までにご案内をお送りいたします。 

 

【送付物】 

区分 備考 

自治会長１部  会長宛ての資料です。ご一読ください。 

 

【問合せ先】 

保土ケ谷区地域振興課 ℡３３４－６３０３ 
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11 回覧依頼・掲示依頼・各自治会１部                 

資料 区 11 

【掲示依頼】 

◇ 消費生活情報「よこはま くらしナビ月次相談リポート」５月号    （経済局） 

◇ 「ほどがや花フェスタ 2022」ポスター              （地域振興課） 

 ◇ 「保土ケ谷区青少年指導員協議会 令和４年度行事予定」ポスター （地域振興課） 

【各自治会１部】 

◇ 令和４年度「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間横浜市実施要綱」（道路局） 

◇ 「保土ケ谷区統計便覧」（2022 年版）                （総務課） 

 
Ⅲ  『その他』  

 
 
 
 
Ⅳ  『次回定例会』  

 

５月定例会 

   ◇ 開催日 令和４年５月 18 日（水） 午後２時００分～ 

   ◇ 場 所 保土ケ谷区役所４階 401 会議室 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止・変更となる場合がございます。 

 

 

★保土ケ谷区連合町内会長連絡会のホームページ  
 保土ケ谷区の自治会町内会に関する情報や、区連会定例会のレジメが随時更新されてい
ますので、お気軽にアクセスしてください。 http://www.hodogaya-kurenkai.jp/ 

保土ケ谷区連合町内会長連絡会 
 

検 索 


